
 

1 

○
内 

閣 

府

厚
生
労
働
省
令
第 

 
 

号 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年 

 
月 

 
 

日 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

 
 

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省

労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
定
款
の
変
更
等
の
認
可
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
十
三
条 
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

 

一 

次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
及
び
業
務
の
種
類
又
は
方
法
の
変
更
を
す

る
場
合 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

ニ 

法
第
五
十
八
条
第
七
項
又
は
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
行
う
国
際
協
力
排
出
削
減
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国
際
協

力
排
出
削
減
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
取
得
し
、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
又
は

そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務 

ホ 

［
略
］ 

［
二
～
四 

略
］ 

（
定
款
の
変
更
等
の
認
可
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
十
三
条 

［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

ニ 

法
第
五
十
八
条
第
七
項
又
は
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
行
う
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の

他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
若
し
く

は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ

若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務 

ホ 

［
同
上
］ 

［
二
～
四 

同
上
］ 

 
 

（
労
働
金
庫
の
付
随
業
務
） 

第
四
十
二
条 

［
略
］ 

［
２
～
５ 

略
］ 

６ 

法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
内

閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
国
際
協
力
排
出
削
減
量
に
つ
い
て
当
該
当
事
者

（
労
働
金
庫
の
付
随
業
務
） 

第
四
十
二
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
５ 

同
上
］ 

６ 
［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

二 

当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り



 

 

3 

間
で
取
り
決
め
た
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を

相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に

限
る
。
） 

 

イ 
［
略
］ 

ロ 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で

あ
つ
て
、
当
該
売
買
取
引
に
係
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
を
決
済
の
終
了

後
に
保
有
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の 

三 

［
略
］ 

［
７
～
12 

略
］ 

決
め
た
算
定
割
当
量
の
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引

そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
） 

 
 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

算
定
割
当
量
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で
あ
つ
て
、

当
該
売
買
取
引
に
係
る
算
定
割
当
量
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有
す
る
こ
と

と
な
ら
な
い
も
の 

三 

［
同
上
］ 

［
７
～
12 

同
上
］ 

 
 

（
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
取
得
等
） 

第
四
十
二
条
の
二 

法
第
五
十
八
条
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
を
取
得
し
、
若
し
く

は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し

く
は
代
理
を
行
う
業
務
と
す
る
。 

（
算
定
割
当
量
の
取
得
等
） 

第
四
十
二
条
の
二 

法
第
五
十
八
条
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
算
定
割
当
量
を
取
得
し
、
若
し
く
は
譲
渡
す

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理

を
行
う
業
務
と
す
る
。 

 
 

（
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
取
得
等
） 

第
四
十
三
条
の
二 

［
略
］ 

（
算
定
割
当
量
の
取
得
等
） 

第
四
十
三
条
の
二 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

  
 



 

 

4 

 

附 

則 
こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


